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官房総務課（審判・訟務係） 標準文書保存期間基準 

 

事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

１ 内閣府

令、省令

その他の

規則の制

定又は改

廃及びそ

の経緯 

⑴立案の検

討 

①立案基礎文書 ・基本方針 

・基本計画 

・条約その他の国際約束 

・大臣・委員会指示 

－ － － 20 年 2(1)①

4(1) 

移管 

②立案の検討に

関する審議会

等文書 

・開催経緯 

・諮問 

・議事概要・議事録 

・配付資料 

・中間報告、最終報告、

提言 

③立案の検討に

関する調査研

究文書 

・外国・自治体・民間企

業の状況調査 

・関係団体・関係者のヒ

アリング 

⑵意見公募

手続 

意見公募手続文

書 

・府令案・規則案 

・趣旨、要約、新旧対照

条文、参照条文 

・意見公募要領 

・提出意見 

・提出意見を考慮した結

果及びその理由 

2(1)①

4(2) 

⑶制定又は

改廃 

内閣府令その他

の規則の制定又

・府令案・規則案 

・理由、新旧対照条文、

2(1)①

4(3) 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

は改廃のための

決裁文書 

参照条文 

⑷官報公示 官報公示に関す

る文書 

・官報の写し 2(1)①

4(4) 

⑸解釈又は

運用の基

準の設定 

①解釈又は運用

の基準の設定

のための調査

研究文書 

・外国・自治体・民間企

業の状況調査 

・関係団体・関係者のヒ

アリング 

2(1)①

4(5) 

②解釈又は運用

の基準の設定

のための決裁

文書 

・逐条解説 

・ガイドライン 

・訓令、通達又は告示 

・運用の手引 

２ 個人の権

利義務の

得喪及び

その経緯 

⑴行政手続

法第２条

第３号の

許認可等

（以下

「許認可

等」とい

う。）に

関する重

要な経緯 

許認可等をする

ための決裁文書

その他許認可等

に至る過程が記

録された文書 

・閲覧謄写申請書 － － － 10 年（国

立公文書

館への移

管の措置

をとるべ

きことを

定めたも

のに限

る。）又

は許認可

等の効力

が消滅す

る日に係

2(1)①

8(2) 

廃棄 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

る特定日

以後５年 

⑵国又は行

政機関を

当事者と

する訴訟

の提起そ

の他の訴

訟に関す

る重要な

経緯 

①訴訟の提起に

関する文書 

・訴状 

・期日呼出状 

個人の権

利義務 

訴訟事件記録

（審決取消請

求事件以外の

訴訟事件） 

・○○地裁○年(○)第○

○号○○○○ 

訴訟が終

結する日

に係る特

定日以後

10 年 

2(1)①

8(4) 

以下につい

て移管（そ

れ以外は廃

棄。以下同

じ。） 

・法令の解

釈やその

後の政策

立案等に

大きな影

響を与え

た事件に

関するも

の 

公取委が

当事者で

ない訴訟 

義務付け訴訟

等 

・○○地裁○年(○)第○

○号○○○○ 

②訴訟における

主張又は立証

に関する文書 

・答弁書 

・準備書面 

・各種申立書 

・口頭弁論 

・証人等調書 

・書証 

個人の権

利義務 

訴訟事件記録

（審決取消請

求事件以外の

訴訟事件） 

・○○地裁○年(○)第○

○号○○○○【再掲】 

公取委が

当事者で

ない訴訟 

義務付け訴訟

等 

・○○地裁○年(○)第○

○号○○○○【再掲】 

③判決書又は和

解調書 

・判決書 

・和解調書 

個人の権

利義務 

訴訟事件記録

（審決取消請

求事件以外の

訴訟事件） 

・○○地裁○年(○)第○

○号○○○○【再掲】 

公取委が

当事者で

ない訴訟 

義務付け訴訟

等 

・○○地裁○年(○)第○

○号○○○○【再掲】 

３ 法人の権

利義務の

⑴許認可等

に関する

許認可等をする

ための決裁文書

・閲覧謄写申請書 法人の権

利義務 

閲覧謄写申請 ・○年度閲覧謄写申請 10 年（国

立公文書

2(1)①

9(2) 

以下につい

て移管 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

得喪及び

その経緯 

重要な経

緯 

その他許認可等

に至る過程が記

録された文書 

館への移

管の措置

をとるべ

きことを

定めたも

のに限

る。）又

は許認可

等の効力

が消滅す

る日に係

る特定日

以後５年 

・運輸、郵

便、電気

通信事業

その他の

特に重要

な公益事

業に関す

るもの 

・公益法人

等の設

立・廃止

等、指

導・監督

等に関す

るもの 

⑵国又は行

政機関を

当事者と

する訴訟

の提起そ

の他の訴

訟に関す

る重要な

経緯 

①訴訟の提起に

関する文書 

・訴状 

・期日呼出状 

訴訟事件記録

（審決取消請

求事件以外の

訴訟事件） 

・○○地裁○年（○）第

○○号 

訴訟が終

結する日

に係る特

定日以後

10 年 

2(1)①

9(5) 

以下につい

て移管 

・法令の解

釈やその

後の政策

立案等に

大きな影

響を与え

た事件に

関するも

②訴訟における

主張又は立証

に関する文書 

・答弁書 

・準備書面 

・各種申立書 

・口頭弁論 

・証人等調書 

・書証 

③判決書又は和

解調書 

・判決書 

・和解調書 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

の 

４ 私的独占

の禁止及

び公正取

引の確保

に関する

法律（昭

和 22 年

法律第 54

号。以下

「独占禁

止法」と

いう。）

違反事件

の審査及

びその経

緯 

⑴審判に関

する重要

な経緯 

①審判請求書そ

の他の審判手

続の開始に至

る過程が記録

された文書 

・審判請求書 

・審判開始通知書 

 

独占禁止

法審査・

調査・相

談 

審判事件記録 ・〇年（判）第○○号○

○○に対する件 

審決が確

定する日

に係る特

定日以後

30 年（保

存期間満

了時の措

置を移管

の措置と

定めた文

書（審決

書につい

て年度ご

とに取り

まとめた

もの）に

ついては

20 年）

（審決確

定後審査

局へ移

管） 

 

2(1)① 

10(2) 

以下につい

て移管 

・審決書に

ついて年

度ごとに

取りまと

めたもの 

②審判における

主張又は立証

に係る文書 

・準備書面 

・証拠申出書 

・書証 

③審決に至る過

程が記録され

た文書 

・審決案 

④審決書 ・審決書 審決書 ・○年度審決書 

 

⑵行政機関 ①訴訟の提起の ・照会書 訴訟事件記録 ・〇年度審決取消請求訴 ５年 － 廃棄 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

を当事者

とする訴

訟の提起

その他の

訴訟に関

する重要

な経緯 

有無を照会・

回答した文書 

・回答書 （審決取消請

求事件） 

訟の提起の有無等に関

する照会・回答 

②訴訟の提起に

関する文書 

・訴状 

・期日呼出状 

・東京高裁○年（○）第

○○号○○ 

訴訟が終

結する日

に係る特

定日以後

30 年（保

存期間満

了時の措

置を移管

の措置と

定めた文

書（判決

書につい

て年度ご

とに取り

まとめた

もの）に

ついては

20 年）

（判決確

定後審査

局へ移

管） 

2(1)①

10(3) 

以下につい

て移管 

・判決書に

ついて年度

ごとに取り

まとめたも

の 

③訴訟における

主張又は立証

に係る文書 

・答弁書 

・準備書面 

・各種申立書 

・口頭弁論 

・証人等調書 

・書証 

④判決書又は和

解調書 

・判決書 

・和解調書 

判決書 ・○年度判決書 

５ ⑴開示決定 開示決定等をす ・開示請求書 情報公開 情報公開 ・○年度情報公開請求 開示決定 － 廃棄 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

行政機関

の保有す

る情報の

公開に関

する法律

（平成 11

年法律第

42 号）に

よる開示

決定等及

びその経

緯 

等に関す

る重要な

経緯 

るための決裁文

書その他開示決

定等に至る過程

が記録された文

書 

・開示決定等通知書 

・理由 

等をした

日に係る

特定日以

後 10 年 

⑵不服申立

てに関す

る情報公

開・個人

情報保護

審査会に

おける検

討その他

の重要な

経緯 

① 審査請求書又

は口頭による

不服申立てに

おける陳述の

内容を録取し

た文書 

・審査請求書 

・録取書 

－ － － 裁決その

他の処分

がされる

日に係る

特定日以

後 10 年 

 

 

－ 

②情報公開・個

人情報保護審

査会文書 

・諮問書 

・配布資料 

・答申書 

－ － － － 

③不服申立てに

対する裁決を

するための決

裁文書その他

当該処分に至

る過程が記録

された文書 

・弁明書 

・反論書 

・意見書 

－ － － － 

④裁決書 ・裁決書 － － － － 

⑶訴訟の提

起その他

の訴訟に

①訴訟の提起に

関する文書 

・訴状 

・期日呼出状 

－ － － 裁決その

他の処分

がされる

－ 

②訴訟における ・答弁書 － － － － 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

関する重

要な経緯 

主張又は立証

に関する文書 

・準備書面 

・各種申立書 

・口頭弁論 

・証人等調書 

・書証 

日に係る

特定日以

後 10 年 

③判決書又は和

解調書 

・判決書 

・和解調書 

－ － － － 

６ 告示、訓

令及び通

達の制定

又は改廃

及びその

経緯 

 

訓令及び通

達の立案の

検討その他

の重要な経

緯（１の項

から５の項

に掲げるも

のを除

く。） 

①立案の検討に

関する調査研

究文書 

・外国・自治体・民間企

業の状況調査 

・関係団体・関係者のヒ

アリング 

－ － － 10 年 2（1）①

13(2) 

廃棄 

②制定又は改廃

のための決裁

文書 

・訓令案・通達案 

・理由、新旧対照条文、

参照条文 

訓令告示

通達 

訓令通達資料 ・○年度訓令通達改廃資

料 

10 年 2（1）①

13(2) 

以下につい

て移管 

・行政文書

管理規則そ

の他の重要

な訓令及び

通達の制定

又は改廃の

ための決裁

文書 

７ 予算及び

決算に関

する事項 

予算及び決

算に関する

文書の作成 

予算及び決算に

関する文書の作

成の基礎となっ

た意思決定及び

・概算要求書を作成する

ための基礎資料 

・予定経費要求書等を作

成するための基礎資料 

予算決算 予算 ・○年度予算要求資料 ５年 － 

 

廃棄 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

当該意思決定に

至る過程が記録

された文書 

・財務書類等の作成のた

めの報告資料を作成す

るための基礎資料 

決算 ・○年度支出資料 

・○年度講師派遣・支出

関連資料 

８ 機構及び

定員に関

する事項 

機構及び定

員の要求に

関する経緯 

機構及び定員の

要求に関する文

書並びにその基

礎となった意思

決定及び当該意

思決定に至る過

程が記録された

文書 

・機構要求書を作成す

るための基礎資料 

・定員要求書を作成す

るための基礎資料  

機構定員 機構・定員要

求関係資料 

・○年度機構定員要求関

係資料 

10 年 － 廃棄 

９ 文書の管

理等に関

する事項 

文書の管理

等 

①取得した文書

の管理を行う

ための帳簿 

・文書授受件名簿 文書管理 帳簿 ・○年文書授受件名簿 ５年 2(1)①

19 

廃棄 

②決裁文書の管

理を行うため

の帳簿 

・決裁文書原簿  ・○年決裁文書原簿 30 年 

③行政文書ファ

イル等の公正

取引委員会内

における引継

の状況の記録 

・課室間の行政文書ファ

イルの引継のための決

裁文書 

独占禁止

法審査・

調査・相

談 

執行事件記録

移管記録簿 

・審決執行事件記録移管

簿 (昭和 52 年～平成 24

年度) 

30 年 

審判事件記録

移管記録簿 

・審判事件記録移管記録

簿（平成７年～） 

常用 

・〇年度審判事件記録等

移管に係る決裁 

30 年 

訴訟事件記録 ・○年度訴訟事件記録移 30 年 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

移管記録簿 管記録簿 

・○年度訴訟事件記録等

移管に係る決裁 

10 公印の管

理に関す

る事項 

公印の管理 公印を管理する

ための帳簿 

・公印簿 公印管理 公印管理帳簿 ・公印簿 常用 － 廃棄 

11 閣議の決

定又は了

解及びそ

の経緯 

質問主意書

に対する答

弁に関する

閣議の求め

及び国会に

対する答弁

その他の重

要な経緯 

①答弁の案の作

成の過程が記

録された文書 

・法制局提出資料 

・審査録 

国会及び

審議会等 

質問主意書 ・○年度質問主意書 20 年 2(1)①

5(1) 

移管 

②閣議を求める

ための決裁文

書及び閣議に

提出された文

書 

・答弁案 

・閣議請議書 

・案件表 

・配付資料 

③答弁が記録さ

れた文書 

・答弁書 

12 作業の進

捗管理に

関する事

項 

作業の進捗

管理 

作業の予定及び

作業分担に関す

る文書 

・作業スケジュール 

・作業分担表 

－ － － １年未満 － 廃棄 

13 審決等デ

ータベー

スシステ

ムに関す

る事項 

審決等デー

タベースシ

ステムの管

理 

①審決等データ

ベースシステム

に掲載されてい

る審決・判決等 

・審決書の電子データ 

・判決書の電子データ 

審決等デ

ータベー

ス 

審決等データ

ベースに掲載

されている審

決・判決等 

・審決・判決等の電子デ

ータ 

常用 － 廃棄 

②審決等データ ・マニュアル 審決等データ ・審決等データベースシ 常用 － 廃棄 
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事 項 
業務の 

区分 

当該業務に係る

行政文書の類型 
具体例 大分類 中分類 

小分類（行政文書ファイ

ル等の名称） 
保存期間 

訓令別

表第２

該当項 

保存期間満

了時の措置 

ベースシステム

の運用に関する

文書 

ベースシステ

ムの運用等 

ステムの運用に関する

文書 

14 課室内の

総括業務

に関する

事項 

総括 ①情報システム

に関する文書 

・移送・提供届出書 総括 庶務・システ

ム関係申請等 

・○年度各種申請等 ３年 － 廃棄 

②審決に伴う課

徴金還付に関

する資料 

③過去の審判決

の検討資料 

・財務省説明資料 

・審判決比較表 

審判・訟務事

例 

・○年度課徴金還付に関

する資料 

・〇年度審判決検討資料 

５年 － 廃棄 

 
備考 

一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

１ 立案基礎文書 立案の基礎となった国政に関する基本方針、国政上の重要な事項に係る意思決定又は条約その他の国際約束が記録された文書 

２ 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合（この表において「審議会等」という。）に検討の

ための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至

る過程が記録された文書 

３ 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書 

４ 決裁文書 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認し

た行政文書 

５ 意見公募手続文書 意見公募手続の実施及び結果の公示に関する決裁文書 

６ 特定日 第 12 条第 12 項（令第８条第９項）の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の４月１日（当該確定することとなる日から１年以内の日

であって、４月１日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日） 

二 本表の第三欄は、法第４条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する観点から重要な行政文書

を示しているものであることから、同欄における「過程が記録された文書」は、当該行政機関における重要な経緯が記録された文書である。  
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三 本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、公正取引委員会における行政文書の管理に関する定め（平成 23 年公正取引委員会訓令第１号）別表第１及

び第２並びに本表の規定を参酌し、当該行政文書に係る事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間及び保存期間満了時の措置を定めるものとする。 

 


